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発 言 者 内  容 

事 務 局 （開会 午前１０時） 

本日は、お忙しい中、出席を賜りまして誠にありがとうございます。

ただ今より、平成 27 年度日進市防災会議及び日進市国民保護協議会を

開催いたします。本日の出席委員は過半数を超えており、日進市防災会

議条例第 5条第 2項並びに日進市国民保護協議会条例第 4条第 3項によ

る定数に達していますので、本会議は成立しています。 

それでは、会長であります日進市長よりあいさつをお願いいたします。 

会   長 （あいさつ） 

事 務 局 それでは会議を進めて参りたいと思います。なお、以降の進行は、副

市長お願いします。 

副 市 長 進行役を務めさせていただきます。円滑な議事進行にご協力をお願い

します。このたびは愛知県の地域防災計画が平成 27 年 6 月に国民保護

計画が平成 27年 10月に見直しをされたことに伴う市の計画の修正であ

ります。 

それでは議題１．日進市地域防災計画修正（案）について事務局より

説明をお願いします。 

事 務 局 始めに地域防災計画の修正根拠でございますが、災害対策基本法第４

２条におきまして、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、修正

しなければならないと規定されております。また、計画の作成、修正は

市町村防災会議の所掌事務とされておりますので、本日、御審議いただ

くものでございます。 

地域防災計画の修正につきまして、御承認いただけましたら、後日、

県に報告を行う流れとなります。なお、この修正の内容は、事前に県で

確認をいただいております。 

また、２月２４日（水）から 3月２３日（水）までパブリックコメン

ト手続きを実施いたしましたが、意見の提出はございませんでした。 

それでは修正内容を説明させていただきます。 

資料１日進市地域防災計画の修正（案）要旨の１ページ・２ページ、

風水害・原子力等災害対策計画の内容に関する修正でございます。 

Ⅰの避難に係る対策の拡充についての修正内容でございますが、 

１ 「避難行動」に係る章の新設 

２ Lアラートへ災害情報の提供を開始したことに伴う修正 

３ 土砂災害防止法の一部改正等に伴う修正をしております。 

次にⅡのその他の主な修正事項として、 

１ 国土強靱化基本計画の策定等に伴う修正 

２ 指定公共機関の追加に伴う修正 



３ 災害時における放置車両の移動等が規定されたことに伴う修正 

４ 愛知県災害多言語支援センターを設置することとしたことに伴う修 

 正 

５ 応急仮設住宅の設置に係る方針の整理に伴う修正 

でございます。 

それでは、３ページ以降主な修正箇所を説明させていただきます。 

 ３ページのⅠ 避難に係る対策の拡充における、１ 「避難行動」に

係る章の新設になります。 

 「第２編 第４章 避難行動の促進対策」を新設しております。章の

新設に伴い、以下の章については繰り下げとさせていただいています。 

 これは、平成２６年８月の広島市土砂災害の発生や内閣府の「避難勧

告等判断・伝達マニュアル作成ガイドラン」が平成２６年９月に改正さ

れたこと等を踏まえ、命を守るための避難行動に係る対策を整理・充実

したものです。 

 具体的には、「気象警報や避難勧告等が確実に伝わるよう、情報伝達手

段の多重化、多様化を図ること」及び「避難指示、避難勧告、避難準備

情報等について、避難すべき区域や判断基準、伝達方法を明確にしたマ

ニュアルを作成する」旨などを規定しております。 

４ページ５ページの２ L アラートへ災害情報の提供を開始したこと

に伴う修正です。 

これは、平成２７年４月から、テレビやラジオなど、市民の皆さまが

多様で身近なメディアを通して、災害情報等を迅速かつ確実に受け取る

ことができるようにするため、県内市町村が発表する避難勧告・指示の

発令や避難所の開設等の情報をLアラートという災害情報共有システム

に提供するようになったことに伴い、情報伝達手段として、L アラート

を活用する旨を記載しております。 

 Lアラートに提供された情報は、テレビ・ラジオ事業者などを通じて、

市民の皆さま等に伝達されます。 

 ５ページから７ページの３ 土砂災害防止法の一部改正等に伴う修正

です。 

 平成２６年１１月に、土砂災害防止法、土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律が一部改正され、市町村地域防災

計画において、土砂災害警戒区域について、避難場所及び避難経路に関

する事項、避難訓練の実施に関する事項等を定めることとされたこと等

に伴い、その旨を「第２編 第１１章 第４節 砂防対策」に記載しま

した。 

７ページ中段のⅡ その他の主な修正事項における、１ 国土強靱化



基本計画の策定等に伴う修正です。 

 平成２６年６月に国土強靱化基本計画が、平成２７年８月には愛知県

地域強靭化計画が策定され、今後、市町村において地域強靱化計画の策

定が予定されていくことに伴い、地域防災計画の国土強靱化に関する部

分は、これらの計画を指針とするものとする旨を「第１編 第１章 第

２節」に記載しております。 

７ページ・８ページの２ 指定公共機関の追加に伴う修正です。 

 愛知県の地域防災計画において、指定公共機関を追加指定したことに

伴い、本市においても、指定公共機関等の見直しを行い、「第１編 第３

章 第２節」において愛知県、県警察、中部森林管理局、中部運輸局、

大阪航空局中部空港事務所、名古屋地方気象台、中部地方整備局、自衛

隊、日本赤十字社、日本放送協会、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ

ョンズ株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、日本通運株式会社、

福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸

株式会社、愛知県土地改良事業団体連合会、各ガス事業会社、各民間放

送及び新聞社、公益社団法人愛知県医師会、一般社団法人愛知県歯科医

師会、一般社団法人愛知県薬剤師会、公益社団法人愛知県看護協会、一

般社団法人愛知県ＬＰガス協会の計２５機関の業務を追加しました。 

 ８ページ・９ページの３ 災害時における放置車両の移動等が規定さ

れたことに伴う修正です。 

平成２６年１１月に、災害対策基本法が一部改正され、大規模災害時

において直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルートを迅速に確保す

るため、道路管理者による放置車両対策について規定されたことに伴い、

「第３編 第１３章 輸送対策、第１４章 交通施設対策」に緊急輸送

道路の機能確保として、運転者等に対する車両の移動等の命令、運転手

がいない場合等においては、自ら車両の移動等を行うものとする規定を

追加しました。 

９ページ・１０ページの４ 愛知県災害多言語支援センターを設置す

ることとしたことに伴う修正です。 

多言語情報の提供と被災外国人に通訳や翻訳による支援等を行う県の

組織として、災害の発生時等に「愛知県災害多言語支援センター」が設

置されることとなったことに伴い、その活用について「第２編 第５章 

要配慮者対策、第３編 第８章 要配慮者対策」に必要な修正を加えた

ものであります。 

 １０ページ・１１ページの５ 応急仮設住宅の設置に係る方針の整理

に伴う修正です。 

内閣府・国土交通省通知「大規模災害発生時における被災者の住まい



の確保に向けた取組の充実について」に基づき、応急仮設住宅の設置に

ついて、賃貸住宅の借上げによる方法を活用すること等を基本方針に記

載するなど、「第３編 第２１章 第２節」に必要な修正を行いました。 

 次に、１２ページ・１３ページの地震災害対策計画の内容に関する修

正でございます。 

 主には、風水害・原子力等災害対策計画と同様でございまして、Ⅱの

その他の主な修正事項の３に建築物の耐震化策の拡充に伴う修正が入っ

ているところが、風水害・原子力等災害対策計画と異なっているところ

でございます。 

 １４ページのⅠ 避難に係る対策の拡充における、１ 「避難行動」

に係る章の新設につきましては、風水害・原子力等災害対策計画と同様

「第２編 第４章 避難行動の促進対策」を新設しております。 

１５ページ・１６ページの２ L アラートへ災害情報の提供を開始し

たことに伴う修正も、風水害・原子力等災害対策計画と同様でございま

して、地震災害対策計画では、「第２編 第４章、第３編 第５章・第６

章」に必要な修正を加えました。 

 １６ページ・１７ページの３ 土砂災害防止法の一部改正等に伴う修

正です。 

 こちらも中身は風水害・原子力等災害対策計画と同様でございますが、

修正箇所としましては、「第２編 第８章 地盤災害の予防」に必要な修

正を加えました。 

 １８ページのⅡ その他の主な修正事項における、１ 国土強靱化基

本計画の策定等に伴う修正です。 

こちらは、風水害・原子力等災害対策計画と同様「第１編 第１章 第

２節」に必要な修正を加えました。 

１８ページ・１９ページの２ 指定公共機関の追加に伴う修正ですが

一部、風水害・原子力等災害対策計画と異なっておりますが、ほぼ同じ

機関の合計２２機関の業務を追加しました。 

１９ページ・２０ページの３ 建築物の耐震化策拡充に伴う修正でご

ざいます。 

こちらは、風水害・原子力等災害対策計画にはない、地震災害対策計

画のみの修正となり、建築物の耐震改修促進に関する法律の改正等を踏

まえまして、指定避難所等の防災上重要な建築物を指定し、耐震診断結

果の報告を義務付けることに伴い、「第２編 第９章」に必要な修正を加

えました。 

２０ページ・２１ページの４ 災害時における放置車両の移動等が規

定されたことに伴う修正につきましては「第３編 第１３章」、２１ペー



ジ・２２ページの５ 愛知県災害多言語支援センターを設置することと

したことに伴う修正につきましては「第２編 第５章、第３編 第７章、

第５編 第３章」、２２ページから２４ページの６ 応急仮設住宅の設置

に係る方針の整理に伴う修正につきましては、「第３編 第２１章」に必

要な修正を加えました。 

 「日進市地域防災計画修正（案）」についての説明は以上でございます。 

副 市 長 ただ今、事務局より説明のありました議題１につきまして、ご意見ご

質問等ございましたらお願いします。 

 （意見・質問なし） 

副 市 長 それでは、ご意見ご質問もないようですので、議題１．日進市地域防

災計画修正（案）については原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

副 市 長 議題１．日進市地域防災計画修正（案）については原案のとおり承認

されました。続きまして、議題２．日進市国民保護計画修正（案）につ

いて事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 資料２日進市国民保護計画の修正（案）要旨をご覧ください。 

１ページ・２ページになります。まず、国民保護計画でございますが、

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆ

る国民保護法第３５条に基づき市町村において作成される計画となりま

す。また、修正根拠でございますが、国民保護法第３９条第３項で、市

町村長は、国民保護計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ協

議会に諮問しなければならないと規定されていますので、日進市国民保

護計画の修正（案）について、ご審議をいただくものでございます。 

今回の修正につきましては、平成２７年１０月に愛知県国民保護計画

が修正されたことなどを踏まえた修正となります。 

１ページ・２ページですが、Ⅱ．主な修正事項といたしまして、 

１．警報等の伝達手段の追加 

２．避難住民の誘導について、航空攻撃の場合とＮＢＣ攻撃の場合を追 

 加 

３．武力攻撃災害への対処について、武力攻撃原子力災害を追加するこ 

とに伴いまして必要な修正を行うものでございます。 

 Ⅲ．その他の修正事項といたしまして、用語等の修正や統計数値等の

修正を行っています。 

 ３ページ・４ページのⅡ．主な修正事項の１．警報等の伝達手段とし

て Em-Net、J-ALERT を追加することに伴う必要な修正を行うことで

ございます。 

 まず、Em-Net でございますが、緊急情報ネットワークシステムとい



いまして、国民保護法に基づく警報等の文章を、国や官邸から都道府県

や市町村に通知するシステムでして、メールと異なり、メッセージを強

制的に相手方に送信して、確実に情報を伝達するシステムのことです。

次に J-ALERT でございますが、全国瞬時警報システムといいまして、

緊急地震速報や弾道ミサイル情報、航空機攻撃情報、大規模テロ情報等、

対処時間に余裕のない事態が発生した場合に、国が人工衛星を経由して

緊急情報を送信し、受信した市町村が市町村に整備された同報無線やサ

イレンを自動起動させることにより、瞬時に住民に伝達するシステムの

ことをいいます。 

 これらシステムを的確に活用する旨を「第２編 第１章 第３・第４、

第３編 第４章 第１」に記載いたしました。 

 次に、４ページ・５ページの２．避難住民の誘導について、航空攻撃

の場合とＮＢＣ攻撃の場合を追加することに伴う必要な修正でございま

す。 

こちらは、武力攻撃事態等から避難住民を誘導する際における、武力

攻撃等のパターンに航空攻撃の場合とＮＢＣ攻撃の場合を追加したもの

で、第３編 第４章 第２に必要な修正を加えたものでございます。Ｎ

ＢＣ攻撃とは、核兵器、生物兵器、化学兵器による攻撃で、それぞれの

英語標記の頭文字を取ってＮＢＣ攻撃と称しています。 

次に、５ページ・６ページの３．武力攻撃災害への対処について、武

力攻撃原子力災害を追加することに伴う必要な修正でございます。 

こちらは、武力攻撃災害にＮＢＣ攻撃以外に、武力攻撃原子力災害、

近隣県に所在する原子力発電所や運搬中の核燃料物質等が武力攻撃を受

けた場合を追加することに伴い、「第３編 第７章 第４」に必要な修正

を行うものでございます。 

Ⅲ．その他の修正事項といたしまして、１．用語等の修正でございま

すが、国等におきまして事務の移管が行われたことに伴いまして、厚生

労働省告示を内閣府告示へ、所管を厚生労働大臣から内閣総理大臣へと

修正するもの等でございます。 

 また、県計画との照合によりまして、要援護者、災害時要援護者を避

難行動要支援者や要配慮者へ言い換えたものが例として挙げられます。 

２．統計数値等の修正でございますが、主に第１編 第４章におきま

して、面積・気候・人口などを修正してございます。 

これら修正内容につきましては、愛知県尾張県民事務所への事前協議

にて「意見なし」と回答を得ておりますことを申し添えます。 

また、２月２４日（水）から３月２３日（水）までパブリックコメン

ト手続きを実施いたしましたところ、１名の方から３件の意見の提出が



ございました。意見の内容といたしまして、 

１．国民保護の対象は、市民以外の人も含むのだから、「市民」はすべて

「国民」に訂正すべきです。 

２．国民保護に関わるサイレンを聞いたことがありません。すべての国

民に周知すべきです。 

３．避難することが中心で、市はどのように国民を守ってくれるのか不

明です。 

という意見をいただいています。 

それに対する回答といたしましては、 

１．日進市国民保護計画の第１編 第１章 ３ 日進市国民保護計画の

対象において、「市民に限らず本市の区域に係る全ての国民を対象とす

る。」としており、計画において保護対象として「市民」という言葉を

用いていません。ただし、特定の区域の国民を示すような場合等にお

いては、「住民」という表現を用いています。このことから、特に訂正

は必要無いと考えております。 

２．現在、主な周知方法といたしまして、地域合同総合防災訓練におい

て、どのような音が鳴るのかをＣＤプレーヤーを使って訓練の参加者

の皆さまには聞いていただいております。また、さらなる周知方法に

つきまして現在検討を進めているところでございます。 

３．国民保護計画につきましては、避難以外に救援、武力攻撃災害への

対処という３つの柱があり、日進市国民保護計画におきましてもそれ

ぞれについて記載させていただいています。 

日進市国民保護計画につきましては、ご承認いただきました後、愛知

県と正式な協議に入る手続きでございます。 

以上で「日進市国民保護計画の修正（案）」の説明を終わります。 

副 市 長 ただ今、事務局より説明のありました議題２につきまして、ご意見ご

質問等ございましたらお願いします。 

 （意見・質問なし） 

副 市 長 それでは、ご質問ご意見もないようですので、議題２．日進市国民保

護計画修正（案）については原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

副 市 長 議題２．日進市国民保護計画修正（案）については原案のとおり承認

されました。続きまして、その他につきまして事務局より説明をお願い

します。 

事 務 局 防災関連の設備に関するご案内です。こちらは、災害発生時における

停電の際、災害対策本部の機能を維持するための最低限の電力確保を第

一の目的に、また平常時におきましては二酸化炭素の排出を軽減するこ



とを目的として、今年度実施いたしました。本庁舎の屋上に 1 枚 240ｗ

の発電力の太陽電池モジュールを 42 枚設置した、約 10ｋｗの発電力と

なります。その他、直流制御盤、交流制御盤、パワーコンディショナ、

5.3kwh の蓄電池を設置しました。また、蓄電池につきましては、既に

10kwh 相当の蓄電池を保有していますので、合計 15kwh 相当の蓄電が

可能となります。こちらは、愛知県のグリーンニューディール基金の補

助によるものです。それ以外に高効率照明、ＬＥＤ照明を 38 台取り付

けさせていただいております。 

今、ありますディーゼル発電と合わせて必要な電力を確保し、災害対

策にあたっていく形になります。以上です。 

副 市 長 今の事務局の説明につきまして、ご質問はございますか。 

 （意見・質問なし） 

副 市 長  本日の議題は全て終了いたしましたが全体を通しまして、ご意見等ご

ざいましたらお願いいたします。 

委   員  東日本大震災の際、東北電力へ復旧の応援にお邪魔しているのですが、

その中で、ホームページにおきまして被災状況や停電情報を発信させて

いただいているのですが、ホームページにアクセスが集中し閲覧ができ

なくなったという事象を聞いています。そういったことを踏まえまして、

ツイッターやメールにより被災状況や普段から故障が生じた際等の停電

情報等も配信させていただいております。ご登録いただいて普段から活

用いただければということでご紹介いたします。 

副 市 長 他にご報告等よろしいでしょうか。それでは、進行を事務局にお返し

します。 

事 務 局  本日ご承認いただきました日進市地域防災計画につきましては、愛知

県へ報告させていただきます。日進市国民保護計画につきましては、こ

の後、愛知県との協議を経て修正という運びになります。 

以上をもちまして平成 27 年度日進市防災会議及び日進市国民保護協

議会を終了いたします。ありがとうございました。 

 （閉会 午前１０時４０分） 

 

 

 

 

 

 

 


